
役員報酬等基準 
（目的） 

第１条 この基準は、社会福祉法人陽和福祉会定款８条及び第２２条の規定に基づき、 

理事、監事及び評議員等の報酬並びに費用に関する事項について定める。 

第２条 この基準において次の各号に掲げる擁護の定義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

（１）役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 

（２）常勤役員等とは、日々の勤務表を明確にし、職員に準じて勤務する役員等及び 

１週間に３日以上出勤する役員等をいう 

（３）非常勤役員等とは、役員等のうち、常勤役員等以外の者をいう。 

（報酬等の種類） 

第３条 役員等に支給する報酬等は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 常勤役員等には、月額報酬、賞与及び退職金を支給する。 

（２） 非常勤役員等には、別に定める報酬を支給する。 

（３） 苦情解決第三者委員、評議員選任・解任委員会委員等、法人の業務執行に必要

な委員に費用弁償を支給することができる。 

（報酬の額） 

第４条 常勤役員等に支給する月額報酬は、別表に基づき支給するものとする。当法人

の職員を兼ね職員給与を支給している者の役員等報酬は無報酬とする。 

２ 非常勤役員等に支給する報酬は、別表に掲げる「役員等の報酬」で定める額とする。 

３ 苦情解決第三者委員等に支給する費用弁償の額は、業務の日に１日当たり３,００

０円を支給する。 

（報酬等の支払い） 

第５条 常勤役員等の月額報酬（賞与を除く。）の支給日は、毎月２５日とする。ただ

し、その日が週休日又は祝休日にあたる場合は、前日とする。 

２ 非常勤役員等への報酬等の支給は、業務当日に支給する。 

（賞与） 

第６条 常勤役員等の賞与は、６月と１２月に支給する。 

２ 賞与の額は、基本給と役職手当に６月は１００分の１５０、１２月は１００分の２

００とする。 

（通勤手当） 

第７条 常勤役員等には、月額報酬及び賞与とは別に通勤手当を支給し、非常勤役員等

には支給しない。 



（公表） 

第８条 この法人は、この基準をもって社会福祉法第５９条第２項の２に定める報酬等

の支給基準として公表するものとする。 

（改廃） 

第９条 この基準の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

（補則） 

第１０条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関し必要な事項は、理事会

の承認を得て、理事長が定める。 

 

附則 

 この基準は、平成２９年４月１１日から施行する。 

附則 

 この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

 附則 

 この基準は、令和６年５月１３日から施行する。 

 

 

 

 

別表 役員等の報酬 

役  職 報酬の額 

理事長 月額  ２００,０００円 

理事（常勤） 月額  １００，０００円 

理事（非常勤） 日額   ５,０００円 

監 事 日額   ５,０００円 

評議員 日額   ５,０００円 

 

 

 

 

 


